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※ 上記相談の対象は中小企業、個人事業主及び創業検討中の方のみとなります。
その他の方は知財コーディネーターが対応させていただきます。

※ 日程が変更になる場合がありますので、電話及びE-mail等にてご確認ください。
ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口サイト（http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tottori/）では、
窓口状況の確認もできますのでご利用ください。

お申し込み連絡先 INPIT 鳥取県知財総合支援窓口

■T E L    東部窓口：０８５７-５２-５８９４
西部窓口： ０８５９-３６‐８３００

■E-mail：torimado@toriton.or.jp 

≪ 知財総合支援窓口の電話が通話中の場合は下記におかけ直しください。≫

一般社団法人鳥取県発明協会 ０８５７－５２－６７２８
公益財団法人鳥取県産業振興機構 ０８５７－５２－６７２２

★商工会議所・図書館での相談会等のご案内
※ご予約・お問い合わせは、各会場にご連絡ください。開催時間は各会場共通 13:00～16:00 です。

≪INPIT 鳥取県知財総合支援窓口≫

月 日 時 間 場 所 知 財 専 門 家

4 月 3 日 (水) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 西部ｾﾝﾀｰ 2階 田中(俊)弁理士

4 月 4 日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 黒住弁理士

4 月 11日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 中西弁理士

４ 月 18日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 田中(秀)弁理士

４ 月 25日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 上田弁護士
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月　　日 会　場　(予約・問合せ先電話) 名　称 時　期

4 月 2 日 (火)

4 月16 日 (火)
倉吉市立図書館  (TEL：0858‐47‐1183)  毎月第 1・3 火曜日（13:00～16:00）

4 月 5 日 (金)

4 月 19日 (金)
倉吉商工会議所  (TEL：0858‐22‐2191)  毎月第 1・3 金曜日（13:00～16:00）

4 月 9 日 (火) 鳥取県立図書館  (TEL：0857‐26‐8155)  毎月第 2 火曜日（13:00～16:00）

4 月 10日 (水) 境港商工会議所  (TEL：0859‐44‐1111)  毎月第 2 水曜日（13:00～16:00）

4 月 17日 (水) 米子商工会議所  (TEL：0859‐22‐5131)  毎月第 3 水曜日（13:00～16:00）

4 月 23日 (火) 米子市立図書館  (TEL：0859‐22‐2611)  毎月第 4 火曜日（13:00～16:00）

特許相談会  毎月第3火曜日（10:30～16:30）鳥取商工会議所 中小企業相談所     (TEL : 0857-32-8005)

特

許

等

無

料

相

談
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「知財専門家駐在日」のお知らせ



（公財）鳥取県産業振興機構 知的所有権センター
知財総合支援窓口担当スタッフ 小畑 佐智子

平成３１年１月１７日（木）、２４日（木）、３１日（木）、２月
８日（金）と４日間にかけて、知的財産管理能力の向上を目的として、
企業等における知的財産管理に関する知識と技能を測る国家試験であ
り、知的財産権分野の初歩的な管理能力があると認定される「知的財
産管理技能士３級」を目指す方々を対象に、とっとり知財塾を米子コ
ンベンションセンターで初めて開催いたしました。

知的財産教育協会からご紹介いただいた講師、竹本氏と我妻氏をお
招きして、知財検定を受検するメリットや心構え、合格のためのポイ
ントやノウハウなどを交えながら、知的財産管理技能検定３級対策の
講座をしていただきました。

【第２回講師：我妻先生】

【第１回・３回・４回講師：竹本先生】

全４回を１ヶ月かけての長帳場であった
にも関わらず、参加者は熱心に学び、最終
日の模擬試験では、すでに７割以上の点数
を取っている方もおられ、３月3日に実施
される検定に向けて、真剣な表情で問題演
習等に取り組んでいました。

参加者のアンケートを集計した結果、今
回の講座に対して満足・やや満足と答えた
方が全員でした。また、知財検定２級対策
講座の開催を希望する方が９名おられ、知
財検定に対する意識の高さがうかがえまし
た。

来年度は、すでに鳥取市内で知財検定３
級対策講座を６月に予定にしておりますの
で、それ以降に知財検定２級対策講座の実
施を検討していきたいと思います。

2019年

◆６月 ３日（月）
◆６月１１日（火）
◆６月１７日（月）
◆６月２５日（火）
全４回 13：30～16：30

★詳細は、
鳥取県産業振興機構のＨＰをご覧ください

【会場】
とりぎん文化会館
２階 第４会議室

最終日
模擬試験
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全国展入賞作品紹介

■第４１回未来の科学の夢絵画展■
この絵画展は、次代を担う子供たちが未来の科学の夢を自由な発想で絵に表現することで、

科学的な探究心と想像力の伸長を図ることを目的として開催しています。
鳥取県からは、第１８回鳥取県未来の科学の夢絵画展で入賞した１３点を応募、そのうち下

記の５点が入選しました。おめでとうございます。
（展覧会は東京「国立科学博物館」地球館 ２階 展示室、３階 多目的室にて４月１７日～
２１日まで開催されます。）
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「未来のまち」

認定こども園
あけぼの幼稚園(年長)

矢羽田 希祥さん 作品

幼稚園・保育園の部：「奨励賞」

「宇宙旅行」

鳥取市立湖東中学校３年

西川 真央さん 作品

小学校・中学校の部：「奨励賞」

「おはなばたけ すいぞくかん」

認定こども園
あけぼの幼稚園(年長)

林 心南さん 作品

幼稚園・保育園の部：「奨励賞」

「大雨、津波もだいじょうぶ」

鳥取第三幼稚園(年少)

池原 舶斗さん 作品

幼稚園・保育園の部：「奨励賞」

「ぼくの大事な弟」

鳥取第三幼稚園(年長)

池原 綜真さん 作品

幼稚園・保育園の部：「優秀賞」

幼稚園・保育園の部
特別賞 １点
優秀賞 ５点
奨励賞 ４０点
応募総数 １，６７８点

入賞おめでとうございます！

小学校・中学校の部
特別賞 1１点
優秀賞 ４８点
奨励賞 ７７点
応募総数 ６，１１４点



会社のヒミツを守るには（第３回）
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会社のヒミツを守るには（第三回）
－平成２７年に法律が大きく改正されました

（その１）－

INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）“営業秘密１１０番”
知的財産戦略アドバイザー 小原 荘平

■ はじめに

これまでに（第一回、第二回で）、「営業秘密とは何か」について学びました。
営業秘密には、技術上の情報も含まれること。
法律で定義された営業秘密には、①秘密管理性、②有用性、③非公知性、の三つの要件があり、実務では
その中の「秘密管理性」が重要であることなど、をご説明しました。
今回は、罰則の大幅強化など、平成２７年に、大きく改正された不正競争防止法で、会社の営業秘密が不
幸にも流出してしまった場合に、法律的にどのような救済が受けられるかを中心に解説します。

 不正競争防止法の改正
昭和初期に制定された不正競争防止法に、営業秘密の規定が導入されたのは平成になってからのこと
で、当初は｢民事的な保護｣だけでした。
図１に示すように、その後これまでに何回もの法改正を重ね、営業秘密の保護が強化されてきました。

会社の営業秘密（前回までに、ご説明した三つの要件を満たす情報資産）が不幸にも流出した場合に、
侵害行為が、不正競争防止法の類型（なにをしたら営業秘密の侵害行為になるか）にあてはまれば1)、
民事的な保護、さらには刑事的な保護を受けられる可能性があります。

その不正競争防止法について、
① 秘密情報の不正な取得や使用に対する罰則の大幅強化
② 営業秘密侵害罪となる対象者や対象行為を大幅に拡大
する法改正が行われ、平成２８年１月から施行されています。

企業間の国際競争が激しくなって行く中で、我が国の産業競争力や雇用の基盤として、企業情報の重
要性が大きくなっています。その一方で、前回までにご紹介した様に、国家的な財産とも言えるよう
な重要な技術情報の海外への流出事件が相次いで起こるなど、企業情報の漏えいリスクが大きくなっ
ています2)。

図１ 不正競争防止法における これまでの営業秘密に関する法改正



会社のヒミツを守るには（第３回）
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図２ 不正競争防止法改正（本年１月より施行）の概要（刑事罰を主とした抜粋）

大幅な罰則強化の目的は、このような状況下で、営業秘密を盗もうとする行為者への抑止効果（犯
行を思いとどまらせる効果）を狙ったものです。「不正漏えいが割に合わない社会の構築をめざす」と
言うこともできるでしょう。

図２に、改正内容の概要を示しました。
改正後は、図２の右側に示した様に、米国、ドイツ、韓国など法律で厳しい罰則を規定している諸外
国と比較しても遜色のない内容になっています3), 4), 5) 。

■民事的保護について
不幸にして営業秘密が流出してしまった場合、以下の請求ができます。
①差止請求： 侵害行為をやめさせる
我が国の不法行為法は､損害賠償請求を基本とし、差止請求は原則的に認められていません。しかし、競
争事業者間で行われる不正行為については、事後的な損害賠償請求のみでは救済として不十分であるこ
とから、不正競争防止法では損害賠償請求に加えて、特に差止請求権が付与されています ６）。
※不正行為： ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為

②損害賠償請求： 経済的損失を賠償させる
今回の法改正では、（従来大きな負担であった）原告の立証負担の軽減がはかられています。営業秘密の
使用行為は、被告（加害者）の工場内などで行われることが多いため、ほとんどの民事裁判では、原告（被
害者）が侵害立証の証拠を持てない実情を考慮して導入されました。

③信用回復措置 信用の回復をはかるため新聞への謝罪広告掲載などを要求する



会社のヒミツを守るには（第３回）
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今回は、ここまでです。
なお、本稿の意見にわたる部分は、すべて筆者の個人的見解に基づくもので、筆者が所属する組織の見解を
示すものではないことをお断りしておきます。

次回も、引き続き営業秘密の刑事的保護などを解説します。

参考文献
１）経済産業省 「不正競争防止法2015」 2015年8月1日 P22、P54～55
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/2015unfaircompetition-gaiyou_r.pdf
２）渋谷高広 「中韓産業スパイ」日経プレミアシリーズ 日本経済新聞社
３）柿沼重志 「産業競争力の維持・強化のための営業秘密保護法制の見直し」立法と調査 2015.5 No.

364

４）木元修文「営業秘密保護強化に関する最近の政策展開について」2015年1月15日
明治大学知的財産法政策研究所シンポジウム
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/_src/20150115/20150115kioppt.pdf
５）経済産業省知的財産政策室 「平成27年不正競争防止法の改正概要（営業秘密保護の強化）」
https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h27_jitsumusya_txt/21.pdf
６） 経済産業省知的財産政策室 ｢逐条解説不正競争防止法｣ P23

図３ 営業秘密の民事的保護



鳥取県知的所有権センター担当者より

一般社団法人 鳥取県発明協会

理解増進担当スタッフ 米村 由美子

１１月より鳥取県発明協会の理解増進担当者として着任いたしました米村と申します。配属

されて４カ月あまりが慌ただしく過ぎ、、、私自身も知財のことについて勉強しながら、理解

増進担当スタッフとして、知財窓口の周知活動を行う日々です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

さて、話は変わりますが、皆様は「カットバン」はご存知ですか？傷をした時に貼るアレで

す。分からない方は、さては鳥取県民ではないですね～。

私は、進学、就職でしばらく大阪に住んでいたのですが、大阪出身の友達に「カットバン

持ってない？」と聞くと目がハテナに。「カットバンって何なん？」と言われてしまいました。

カットバンとは絆創膏のことなのですが、私は全国共通であの傷に貼るものは「カットバン」

だと思っていたのです。調べてみると、「カットバン」と呼ばれているのは主に、鳥取・島

根・岡山・山口・東北地方・愛媛・高知・佐賀・長崎・鹿児島だそうです。「カットバン」と

は固有の商品名で、驚いたことに、他県でも、「リバテープ」「バンドエイド」「サビオ」な

どその県のメジャーな絆創膏の銘柄が、方言のように呼び名として定着いるそうです。私のよ

うに、全国共通の呼び名と思っていたのに、県外では通じなかったことにショックを受けたと

いう方も多数いるとか。隣り合う県でも呼び名が違っており、製造元の所在地や、商品の流通

ルートの関係が考えられるそうです。製造元の会社も、自社が考えた絆創膏のネーミングが地

域に根付いて、方言のように皆に呼んでもらい続けていたら嬉しいですよね。

知財窓口では、創業、開業の際に不可欠な商品名や社名のネーミングの商標相談も行ってお

ります。安心して事業を行い、自社のブランドとして発信していきましょう。

「地域に根付くネーミング」

7



特許探偵団 Vol.25 スプールジョイント～英国人の発明(前)
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特許探偵団 Vol.25 スプールジョイント～英国人の発明(前)
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特許探偵団 Vol.25 スプールジョイント～英国人の発明(前)
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特許探偵団 Vol.25 スプールジョイント～英国人の発明(前)
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書籍のお知らせ ( 発明推進協会の本 2019.3 ）

一般社団法人鳥取県発明協会 ☎ 0857-52-6728  E-Mail   hatsu@toriton.or.jp

鳥取県発明協会の会員様は
発明推進協会発行の書籍が２０％ＯＦＦになります。
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ISBN 978‐4‐8271‐1297‐9

特許庁 著
A4判 936頁 定価3,240 円
送料実費

類似商品・役務審査基準

1月1日から適用の新基準です！

商標登録出願には、商品名若しくは役務名を記載する必要があり
ます。具体的な商品名及び役務名をこの「類似商品・役務審査基
準」に基づいて願書等に記載しなければなりません。本書は、出
願人等において、出願や調査等に必要不可欠なものです。2019
年1月1日に適用が始まった国際分類第11‐2019版に対応してい
ます。

ISBN978‐4‐8271‐1319‐8 

1月1日の法令に準拠！

平成30年改正

知的財産権法文集
平成31年1月1日施行版

発明推進協会 編
A6判 1248頁 定価2,700円
送料300円

本書は「不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30年法律
第33号）」や「著作権法の一部を改正する法律（平成30年法律第
30号）」など、特許法をはじめとする知的財産権に関する法律全
般を掲載したものです。「著作権法の一部を改正する法律」のメイ
ンの施行時期（平成31年1月1日）にあわせて法律等を掲載します。

なお、未施行の法律は施行のものと区別するため点線で囲み、
その情報を掲載します。

ISBN978-4-8271-1310-5

審判便覧 改訂第17版

第17版出ました！

特許庁審判部 編
A4判 1104頁 定価6,480円
送料実費

産業財産権法及びその政省令には、拒絶査定不服審判、無効審判をはじめ
様々な審判や異議申立て、再審など、産業財産権の有効性や審査における処
分に関する争訟を扱う制度及びその手続等が規定されています。本書は、審
判官が事件を処理するにあたり、法令の制定趣旨、裁判・審決例に示された
法令の解釈等について、公正かつ的確な審決・決定が行われることを目的と
して、特許庁が編集したものであり、審判請求人、代理人をはじめ事件に関
与される方々にも、審判部の運用についてご理解し、円滑な審判手続が行わ
れるよう、その内容を公表しています。第17版は、特許異議申立制度の運用
の見直しや訂正一般についての説明の明確化等に関する改訂を行い、平成30
年10月から運用が開始されています。

ISBN978-4-8271-1317-4

インド特許実務ハンドブック

Dr. Vinit BAPAT・安田 恵 著
A5判 392頁 定価4,320円
送料350円

インドは米国や英国と同じ判例法の国であるため、その法体系を理解す
るには多大な労力を要します。

本書は、特許法と権利化実務のポイントを直感的に理解できるよう図
面を多く用い、具体的な実務を容易にするため、重要事項については法律
および規則の内容を詳しく説明しています。

また、法律等が整備されていない部分については、現地代理人と議論
し、実際の実務を確認しながら、法律上妥当と考えられる実務指針をイン
ド弁理士と日本弁理士が具体的に説明しています。

ISBN978-4-8271-1311-2

インド特許実務を理解するために！

これから知財担当者になる方必見！

知財業務自体が知的財産を扱うという仕事の性質上、秘密裏にかつ少
人数で行われるため、業務内容が広く周知されず、また専門的で特殊
であることから余計に分かりにくいという苦手意識を持つ方も多くい
ます。
本書は、知財業務のノウハウを、この業界に20年以上いる著者が事例
も挙げ、分かりやすく解説しています。
これから知財担当者になる方、知財担当になったが知財業務の進め方
がよく分からないという方には必見です。
この本を読めば、苦手意識も解けるはずです。

大石 憲一 著
A5判 196頁 定価1,900円
送料300円

知財担当者になったら
読むべき本

加速する商標の重要性に対応

世界の商標ハンドブック

特許業務法人三枝国際特許事務所商標・
意匠部 著
A5判 276頁 定価2,700円
送料300円

ISBN978-4-8271-1285-6

商品やサービスの流通は年々盛んになっています。商標制度に対する期待も高
まっていますが、その運用は国や地域等により少しずつ違っているのが課題と
いえます。日本においてもマドリッド協定議定書（通称「マドプロ」）に加入
し、その加盟国の増加に伴い、制度の使い勝手がより高まっており、さらに平
成27年4月から新しい商標の運用が始まっているため、ますます商標制度に期
待する傾向が増大すると考えられます。そこで、商標権を有効に活用するため
には、当該国の新しい商標について採用の有無や加盟している条約などを調査
することは不可欠です。本書は、99の国又は地域などの情報を一か所に纏めた
ハンドブックで、世界規模での商標制度を活用するための足ががりとなる一冊
です。



※詳細は公報にてご確認ください。

※公報の送付をご希望の方は、鳥取県発明協会（0857-52-6728）まで申し込んで

ください。（価格・・会員：1枚 21円、会員外：1枚 32円＋送料）
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◆特許公報目次・実用新案登録公報目次◆

出願人氏名 発明の名称 公報番号 出願番号 出願日

医療法人社団ミオ・ファティリティ・クリ
ニック

受精卵判定装置、受精卵判定システム、受精卵判定方法
及び受精卵判定プログラム

2019-017289 2017-138096 2017/7/14

三洋テクノソリューションズ鳥取株式会社 情報処理装置 2019-028598 2017-145471 2017/7/27

寿スピリッツ株式会社 網膜保護剤の製造方法および網膜保護剤 2019-019072 2017-137974 2017/7/14

有限会社河島農具製作所 高所作業機 2019-026421 2017-147039 2017/7/28

株式会社寺方工作所
非磁性高強度ステンレス鋼加工品およびその製造方法並
びにその製造装置

WO2018/143113 2018-533954 2018/1/29

国立大学法人鳥取大学 外来遺伝子発現ワクシニアウイルスの製造方法 WO2018/012570 2018-527653 2017/7/13

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
非磁性高強度ステンレス鋼加工品およびその製造方法並
びにその製造装置

WO2018/143113 2018-533954 2018/1/29

日中東北物産有限会社 組立式倉庫 登-03220361 2018-004949 2018/12/19

菊川 清 バランス運動装置 特-06473945 2018-132864 2018/7/13

国立大学法人鳥取大学
植物育成用遠赤色照明装置及び植物育成用遠赤色照明装
置を用いた植物の栽培方法

特-06475035 2015-021507 2015/2/5

◆商標出願状況◆

商標権者 文字商標 出願番号 指定商品又は指定役務

川内 豊明 あみだくじ式損益計算書 2018- 14455
第９類，第１６類，第３５類，
第４１類，第４２類

川内 豊明 社長の貸借対照表 2018- 14456
第９類，第１６類，第３５類，
第４１類，第４２類

菌興椎茸協同組合 菌興、謹製、ＧＥＮＢＯＫＵＳＨＩＩＴＡＫＥ 2018- 48324 第２９類，第３１類

Ｖｅｇｅ Ｌａｂ株式会社 華恋 2018- 57289 第３１類

Ｖｅｇｅ Ｌａｂ株式会社 華愛 2018- 57290 第３１類

堀井 俊伸 あなたの健康講座 2018- 47776 第４１類

岡野 元英
天使のお守り、ενεσισ、ＡＮＧＥＬ、ＧＥＮＥＳＩＳ、
創世記のタマゴ、モトフサ現代美術館

2018- 16226 第２０類

岡野 元英 天使のタマゴ、ＡＮＧＥＬ 2018- 18730 第２０類

株式会社澤井珈琲 さくら、ワイニ－ 2018- 56238 第３０類

有限会社 村岡オーガニック 葱取県 2018- 59179 第２９類，第３１類



鳥取県発明協会会員向けサービスのご案内

●サービス名・・・・「つきいち検索サービス」(無料・希望者のみ)

●サービスの概要・・ご希望のキーワード群（最大３群）を登録していただき、前１ヶ月間に登

録・公開になった公報を特許情報プラットフォーム(J-Plat-Pat)を使用し

て検索した結果（リストのみ）を毎月1回無料で送付します。

●その他・・・・・ 本サービスは会員外は有料（3,000円/年間・ｷｰﾜｰﾄﾞ群）

公報全文の送付は有料（会員21円／枚、会員外32円／枚）

●当協会ホームページにバナー広告を掲載いたします。(希望される法人会員のみ)

～入会(会員)及びサービスの詳細は下記「お問合せ・お申し込み先」までご連絡ください～

鳥取県発明協会協賛会員募集のお知らせ

特に、次代を担う青少年の創造性豊かな人間形成を図ることを目的として行っている事業に対

しご賛同いただける方に、協賛会員という形で事業運営にご協力をお願いしています。（ただし、

協賛会員は社員総会での議決権はありません。）

≪会員特典≫

① 協会主催の青少年向け啓発イベント及び発明教室等の優先案内

② 協会が主催する青少年向け啓発イベント及び発明教室における参加費及び

材料費の減免又は免除 （この特典は、会員本人及び父母、祖父母又は子、孫に適用する）

③ 協賛会員の希望による青少年向けニュース及び会報誌の無料配布

≪年会費≫

一口 ３，０００円 （何口でもご加入いただけます）

≪申し込み方法≫

下記「お問合せ・お申し込み先」までご連絡ください。

■お問合せ・お申し込み先■

一般社団法人鳥取県発明協会
〒689-1112 鳥取市若葉台南７丁目5番1号
電話：0857-52-6728 FAX：0857-52-6674
E-mail:hatsu@toriton.or.jp

地方発明表彰の
応募締切は
3月29日(金)
までです


